
平日／9：00～17：00
通話無料

（口座開設のご案内が平成21年2月中旬に郵送されています。）



領収証

株主提案権などの少数株主権等を行使するためには、「個別株主通知」を行うことが必要となります。少数株主権等を行使
しようとする株主は、口座を開設した証券会社等に「個別株主通知」を行うよう請求してください。

・本ﾘｰﾌﾚｯﾄは、2009年（平成21年）3月末時点の情報に基づき作成しております。今後公布される法律、政・省令等により、変更になる可能性がございます。
・著作権その他一切の権利は、日本証券業協会 証券決済制度改革推進センターに帰属します。
・株券電子化についての周知を図る目的に限って、本ﾘｰﾌﾚｯﾄを頒布、複製されることは構いませんが、営業活動等に利用すること、および内容を改変・編集する
 こと等は一切禁じます。


